
【

81
】

秘
川
乙
第
壱
0
五
号

領
収
書

一

金
三
円
也

右
ハ

明
治
廿一
二
年
十
月
中
高
等
警
察
機
密
費

右
正
二

領
収
候
也

明
治
廿
三
年
十
一

月
十
日

高
橋
仲
次
殿

警
部
長

【

82
】

秘
川
乙
第
壱
0
六
号

定
期
通
報

一

非
職
添
田
収
税
長
ノ
懇
親
会

中
山
郡
長
力
会
主
ト
ナ
リ
昨
十
一

日
神
奈
川
町
名
古
屋
万
二

於
テ
橘
樹
郡
内

ノ
重
立
タ
ル
者
力
添
田
収
税
長
ヲ
招
待
シ
懇
親
会
ヲ
開
タ
ル
ヨ
シ
ニ
テ
其
会

行
ハ
ー

名
壱
円
廿
銭
ツ
、

亦
当
署
部
内
ョ
リ
〔

口
〕

拾
三
四
名
モ

参
会
シ
タ

川
崎
分
署
長

警
部

梶
田
定
吉
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ル
ヨ
シ

一
立
憲
自
由
党
員
増
加
セ
ン
ト
ス

大
師
河
原
村

二
於
テ
石
渡
当

（
「
藤
」
力
）
太
郎
石
渡
七
左
衛
門

〈
目
下
ノ
村

長
）
石
井
新
太
郎
和
泉
源
右
衛
門
等
ノ
周
施
尽
カ

ニ
ヨ
リ
四
十
名
計
り
今
回
該

自
由
党

二
加
名
セ
ン
ト
ナ
シ
専
ラ
其
計
画
中
ノ
ョ
シ
蓋
シ
山
田
泰
造
卜
現
今
ノ

村
長
石
渡
七
左
衛
門
ト
ハ
親
戚
ノ
間
柄
ナ
ル
フ
以
テ
山
田
ヨ
リ
七
左
衛
門
ブ
説

キ
七
左
衛
門
ヨ
リ
モ
石
渡
当
太
郎
石
井
新
太
郎
等
ヲ
促
シ
ロ

（
「
傍
」
力
）

ラ
山
田
泰
造
モ
村
内
重
立
タ
ル
者
ヲ
誘
導
シ
タ
ル
為
メ
ナ
リ
ト
云
フ

一
大
師
河
原
村
ノ
紛
議
結
了
ス

内
田
佐
五
右
衛
門
石
川
長
造

（
「
蔵
」
）
府

（
「
布
」
力
）
川
久
次
郎
石
井

新
太
郎
石
渡
太
助
ノ
五
名
ョ
リ
金
弐
百
五
十
円
示
談
金
ト
シ
テ
差
出
シ
之
フ

相
手
方
ナ
ル
石
渡
当
太
郎
和
泉
源
右
衛
門
等
ノ
反
対
党
ガ
受
取
り
是
迄
ノ
紛

議
ヲ
消
散
セ
シ
メ
タ
ル
〔
ヨ
シ
依
テ
〕
二
付
該
示
談
金
ヲ
以
テ

一
大
親
睦
会

ヲ
開
ン
ト

〔
ナ
シ
居
ル
ヨ
シ
〕
ノ
協
議
中

ノ
ョ
シ

一
町
田
村

二
於
テ
非
職
添
田
収
税
長
ノ
為
メ
祝
典
フ
挙
行
セ
ン
ト
ス

該
町
田
村
ノ
重
立
タ
ル
者

ハ
永
年
ノ
間
奉
職
セ
ラ
レ
タ
ル
慰
労
ト
シ
テ
添

田
ノ
為
メ
盛
大
ナ
ル
祭
典
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
挙
行
セ
ン
ト
専
ラ
計
画
ナ
シ
居

ル
ト
云
フ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十

一
月
十
二
日
　
　
川
崎
警
察
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
∞∞
】

秘
川
乙
第
壱
〇
七
号

臨
時
通
報

一
大
師
河
原
村
海
苔
場
紛
議
ノ
件

本
件

二
付
テ
ハ
ロ
下
大
師
河
原
村

へ
海
苔
場
担
当
人
石
川
長
造

（
「
蔵
」
）
等

ガ
奔
走
ナ
シ
居
ル
ヨ
シ
ニ
付
其
原
因
フ
内
偵
候
所
紛
議
ノ
原
因

ハ
左
ノ
如
シ

荏
原
都
羽
田
村
海
苔
営
業
者
石
井
今
助
石
井
長
五
郎
野
口
清
四
郎
三
名
ノ
者

〔
等

二
〕
於
テ
羽
田
村
海
面
ヨ
リ
大
師
河
原
村
海
面
へ
侵
入
シ
麓
柔
フ
建
テ

〔
夕

〕
ル
事

二
付
大
師
河
原
村
海
苔
担
当
人
タ
ル
武
藤
磯
五
郎
倉
形
治
郎
左

衛
門
櫻
井
佐
七
和
泉
丑
五
郎
ノ
四
名

へ
対
シ
協
議
フ
遂
ケ
タ
ル
二
四
名
ノ
者

ハ
之
承
諾
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
終

二
願
書
ヲ
認
メ
該
四
名
ノ
奥
印
フ
経

〔
□

〕
麓

染
建
増
ノ
為
メ
借
地
フ
東
京
府
庁
へ
出
願
本
年
九
月
下
旬
頃
許
可
ヲ
得
麓
柔

ヲ
建
タ
ル
モ
該
建
テ
タ
ル
場
所
ハ
大
師
河
原
村
海
苔
担
当
人
武
藤
薇
五
郎
等
ノ

承
諾
シ
タ
ル
以
外
ノ
地

へ
侵
入
ナ
シ
ア
ル
フ
大
師
河
原
村
漁
民
力
発
見
シ
苦

情
ヲ
唱

へ
出
シ
タ
ル
ヨ
リ
武
藤
磁
五
郎

ハ
大
二
驚
キ
遂

二
郡
惣
代
人
タ
ル
石

川
長
造
等
ガ
大
師
河
原
村
漁
民
惣
代
ト
ナ
リ
本
県
庁

へ
出
頭
為
シ
百
方
奔
走
ナ

シ
居
レ
リ
但
シ
承
諾
以
外
ノ
地

へ
侵
入
シ
麓
柔
ブ
建
テ
タ
ル
惣
坪
数

ハ
不
分

明

二
有
之
侯

〔
而
シ
テ
ロ
下

ハ
得
共
モ
其
大
略

ハ
別
紙
図
面
ノ
如

〕

右
ノ
如
キ
概
況

ニ
シ
テ
唯
夕
惣
代
人
力
奔
走
ナ
シ
居
ル
ノ
ミ
ニ
〔
シ
〕
テ
村

内

ハ
静
證

二
有
之
候

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十

一
月
廿

一
日
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
“針
】

秘
川
乙
第
壱
〇
九
号

定
期
通
報

一
国
会
開
設
祝
賀
ノ
景
況

本
月
廿
五
日
ハ
古
今
未
曽
有
ノ
帝
国
議
会
開
設
ノ
当
日
二
付
之
ヲ
祝
ス
ル
為

メ
当
川
崎
町
二
於
テ
ハ
軒
提
燈
ヲ
釣
シ
踊
屋
台
フ
設
ケ
煙
花
ヲ
打
揚
ケ
亦
小

学
校
生
徒
ヲ
シ
テ
町
内
ヲ
進
行
セ
シ
メ
祝
意
ヲ
表
ス
ル
計
画
ナ
リ
ト
云
フ
亦

各
村
モ
当
日
ハ
業
ヲ
休
ミ
夫
々
祝
杯
ヲ
挙
ケ
ル
ヨ
シ

一
大
師
河
原
村

二
立
憲
自
由
党
員
増
加
セ
ン
ト
ス

自
由
党
員
ノ
増
加
セ
ン
ト
ス
ル
件

ハ
既

二
報
告
ナ
シ
置
候
所
愈
々
左
記
人
名

ノ
者

ハ
加
入
二
決
セ
リ
ト
云
フ

石
渡
　
　
藤
太
郎

石
井
　
　
新
太
郎

和
泉
　
源
右
衛
門
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倉
形
治
郎
左
衛
門

内
田
佐
五
右
衛
門

松
原
　
　
　
吉
蔵

須
山
　
　
仁
太
郎

寺
田
　
　
寅
五
郎

石
川
　
　
伊
三
郎

齊
藤
　
　
　
周
蔵

池
上
　
　
一示
太
郎

宮
沢
　
　
惣
次
郎

宮
沢
　
　
金
太
郎

秋
元
与
五
右
衛
門

仝
　
　
　
太
四
郎

仝
　
　
　
　
富
蔵

須
山
　
　
五
平
次

布
川
　
　
久
次
郎

佐
々
木
　
若
太
郎

武
藤
　
　
善
太
郎

仝
　
　
　
　
万
吉

和
泉
　
茂
右
衛
門

右
廿
二
名
ノ
〔
者

ハ
既

二
加
入
ノ
事

二
決
定
セ
ル
モ
其
他

〕
外

二
加
入
セ
ン

ト
ス
ル
者
モ
ア
ル
ヨ
シ
〔
□

〕
ナ
レ
ト
モ
不
在
等

ニ
ン
テ
判
然
セ
サ
ル
ヨ
シ

斯
ノ
如
ク
多
数
ノ
加
入
ス
ル
ニ
至
リ
タ
ル
原
因

ハ
川
崎
町
酒
類
営
業
森
松
五

郎

（
「
松
太
郎
」
）
ノ
煽
動

二
出
タ
ル
趣

ニ
シ
テ
仝
人

ハ
自
由
党
員
卜
交
際

フ
結
ヒ
専
ラ
該
党
ノ
為
メ
ニ
奔
走
シ
該
党
運
動
費
ト
シ
テ
当
部
内

二
於
テ
千

円
モ
調
達
セ
ン
カ
為
メ
先
ツ
党
員
ヲ
募
集
シ
党
員
ト
ナ
リ
タ
ル
以
上

ハ
幾
分

ノ
義
損
金
フ
ナ
サ
シ
メ
ン
カ
為
メ
〔
ナ
リ
ト
云
フ
〕
手
始
メ
ニ
大
師
河
原
村

二
於
テ
前
ノ
者
ヲ
シ
テ
加
入
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
リ
ト
云
フ

一
川
崎
町
ノ
懇
親
会

来
ル
廿
五
日
午
后
三
時
頃
ヨ
リ
川
崎
町
旅
店
朝
田
屋
方

二
於
テ
町
内
ノ
重
立

タ
ル
者
力
親
睦
会
ヲ
開
ク
ヨ
シ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十

一
月
廿
二
日
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
一高
橋
仲
次
殿

【
８５
】

秘
川
乙
第
壱
壱
Ｏ
号

定
期
通
報

一
存
娼
相
談
会
ノ
件

本
月

一
日
午
后
七
時
頃

ヨ
リ
当
川
崎
町
ノ
貸
坐
敷
営
業
者

ハ
勿
論
其
他
重
立

タ
ル
者
＝
名
計
り
娼
妓
梅
毒
検
査
所

へ
集
会
シ
協
議
ヲ
遂
ケ
解
散
シ
タ
ル
ハ

翌
二
日
午
前
二
時
頃

ニ
シ
テ
其
協
議
ノ
景
況

ハ
左
ノ
如
シ

当
川
崎
町
ノ
繁
栄
ヲ
為
ス
幾
分
ノ
原
因

ハ
貸
坐
敷

ニ
ア
リ
貸
坐
敷

二
於
テ
遊

客
ノ
消
費
ス
ル
合
計
金
高

ハ
毎
夜
平
均
二
百
円

〔
位

ニ
ニ
シ
テ
〕
一
ケ
月
六

千
円
ナ
リ
此
六
千
円
ノ
金

ハ
当
川
崎
町
全
体

へ
落
チ
ル
金
円

二
付
若
シ
此
ノ

貸
坐
敷
ナ
キ
ト
キ

ハ
此
ノ
六
千
円
ノ
金
円
ヲ
得
ル
能

ハ
ス
皆
品
川
地
方

へ
飛

散
セ
サ
ル
フ
得
ス
故
二
貸
坐
敷
ア
ル
ト
キ
全
営
業
者

ハ
勿
論
其
他
ノ
営
業
人
ト

雖
モ
間
接

二
利
益
ヲ
得
ル
ヤ
勿
論
ナ
リ
然
ル
ニ
先
般
県
会

二
於
テ
廃
娼
ノ
決
議

フ
ナ
シ
廃
娼
ノ
議
ヲ
知
事
へ
建
自
セ
ン
ト
ス
ル
ヨ
シ
ナ
レ
ハ
此
ノ
決
議

二
対
シ

悪
迄
モ
反
対
二
立
チ
存
娼
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
理
由
ヲ
知
事

へ
建
議
セ
サ
ル
ヲ

得
ス
而
シ
テ
此
ノ
建
議

ハ
貸
坐
敷
営
業
者
全
体
ノ
ミ
ヵ
為
ス
ト
其
他
ノ
人
民
モ

之

二
合
体
シ
為
ス
ノ
如
何

ニ
ョ
リ
信
用
ノ
厚
薄
ア
ル
ブ
以
テ
貸
坐
敷
営
業
者

ハ
勿
論
其
他
ノ
人
民
モ
皆
連
署
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
唱
フ
ル
者
ア
リ

或

ハ
川
崎
町
全
体
ノ
者
力
為
ス
ヨ
リ
ハ
神
奈
川
町
或

ハ
藤
沢
町
等

へ
委
員
フ
派

出
シ
本
県
下
ノ
営
業
者

ハ
勿
論
其
利
害
ノ
関
係
ア
ル
人
民
ノ
連
印
ヲ
得
存
娼
ノ

利
益
ヲ
枚
挙
シ
テ
建
自
ス
ヘ
シ
ト
主
張
ス
ル
者
ア
リ
或

ハ
存
娼
ノ
建
議
ヲ
為
ス

ニ
付
テ
ハ
先
ツ
種
々
ノ
入
費
ブ
要
ス
ル
フ
以
テ
不
取
敢
運
動
費
ト
ン
テ
廿
円

ヲ
募
集
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
ト
云
フ
者
ア
リ
斯
ノ
如
ク
種
々
ナ
ル
談
話

二
移
リ

終

二
来
ル
三
日
午
后
七
時
頃
再
度
集
会
ス
ル
事

二
決
シ
解
散
セ
リ
蓋
シ
本
会

ノ
発
起
人

ハ
左
ノ
如
シ
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小
間
物
商

平
川
平
五
郎

呉
服
商

島
田
　
武
助

酒
類
営
業
商

青
木
勝
次
郎

煙
草
営
業
商

鳥
養
文
次
郎

荒
物
商

森
　
五
郎
作

三
郡
懇
親
会
ノ
件

橘
樹
都
筑
久
良
岐
ノ
三
郡
懇
親
会
ブ
来
ル
明
治
廿
四
年

一
月
上
旬
頃
開
設
セ

ン
カ
為
メ
ノ
相
談
会
ヲ
大
師
河
原
村
料
理
店
梅
園

二
於
テ
本
月

一
日
午
后
五

時
頃
催
シ
〔
タ
ル
ヨ
シ
ニ
テ
〕
会

〔
ス
ル
ニ
〕
シ
タ
ル
者
廿
名
計
リ
ニ
テ
大

抵

ハ
山
田
泰
造

へ
投
票
ナ
シ
タ
ル
三
郡
ノ
有
志
者

ニ
ン
テ
田
中
亀
之
助

ハ
席

上
簡
短
ナ
ル
演
説
ヲ
為
シ
亦
大
師
河
原
村

二
於
テ
ハ
此
ノ
懇
親
会
ノ
世
話
人

ト
シ
テ
石
渡
藤
太
郎
和
泉
源
右
衛
門
和
泉
源
二
郎
石
井
新
太
郎
寺
尾
喜
助
倉

形
仁
太
郎
大
山
庄
兵
衛
ノ
七
名

〔
タ
リ
ト
云
フ
〕
ヲ
定
メ
〔
テ
〕
且
ツ
田
中

亀
之
助

ハ
翌
二
日
懇
親
会
ノ
定
日
場
所
等
協
議
ノ
為
メ
神
奈
川
町
へ
出
張
セ

リ
ト
云
フ

政
談
集
会
ノ
件

来
ル
四
日
五
日
六
日
ノ
三
日
間
午
后
六
時

ヨ
リ
当
川
崎
町
字
堀
ノ
内
八
百

＝
六
番
地
小
川
松
五
郎
持
家

二
於

テ
左
記
人
名

ノ
者
政
談
演
説
会

ブ
ナ

ス

横
浜
市
宮
崎
町
壱
番
地

士
族
著
述
業

中
西
三

一
郎

帰
五
歳

東
京
市
神
田
区
山
本
町
廿
八
番
地

雑
業
平
民

松
本
Ｌ
〓
鰤

三
十
歳

全
　
　
浅
草
区
寿
町
廿

一
番
地

士
族
漁
業

和
田
　
常
蔵

廿
七
歳

富
山
県
高
岡
市
旅
籠
町
五
十
九
番

地
士
族
著
述
業

岡
田
重
二
郎

廿
七
歳

東
京
市
京
橋
区
北
槙
町
四
番
地

大
竹
嘉
助
方
全
居
平
民
農

畔

〔
□

〕
柳
久
二
郎

三
十
五
歳

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
二
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
８６
】

秘
川
乙
第
壱
壱
壱
号

政
談
演
説
会
報
告

本
月
四
日
五
日
六
日
ノ
三
日
間
午
后
六
時
ョ
リ
十

一
時
迄
川
崎
町
堀
ノ
内
八
百

＝
六
番
地
小
川
松
五
郎
持
家

二
於
テ
左
記
ノ
者
政
談
演
説
会
ヲ
ナ
ス

横
浜
市
宮
崎
町
壱
番
地

著
述
業
士
族

中
西
三

一
郎

＝
五
歳

東
京
市
神
田
区
山
本
町
廿
八
番
地

雑
業
平
民

松
本
健
二
郎
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帰
年

仝
　
　
浅
草
区
寿
町
廿
八
番
地

士
族

和
田
　
常
蔵

廿
七
歳

富
山
県
高
岡
市
旅
籠
町
五
十
九

番
地
士
族
著
述
業

会
主
兼
弁
士
　
岡
田
重
二
郎

廿
七
歳

東
京
市
京
橋
区
北
槙
町
四
番
地

大
竹
嘉
助
方
仝

居
平
民
農

畔
柳
久
三
郎

丹
五
歳

弁
士

ハ
右
ノ
五
名

ニ
シ
テ
去
ル
四
日
ハ
聴
衆
廿
名
計
り
頗
ル
寂
多
タ
ル
モ
ノ
ニ

有
之
亦
昨
五
日
ハ
聴
衆
五
十
五
名

ニ
シ
テ
両
日
共
午
后
十
時
三
十
分
頃
無
事
閉

会
候
条
其
詳
細

ハ
追
テ
筆
記
相
添
上
申
候
也

但
シ
五
日
午
后
十
時
頃
会
場

二
於
テ
高
知
県
士
佐
高
知
市
永
石
寺
町
六
十
三

番
地
士
族
五
藤
正
隣
ガ

〔
傍
聴
ナ
シ
居
リ
タ
ル
ニ
会
場

二
於
テ
〕
中
西
三

一

郎
ノ
演
説
ヲ
暴
評
ナ
シ
タ
リ
ト
テ
〔
之
フ
怒
り

〕
会
主
兼
弁
士
岡
田
重
二
郎

ハ
之
ブ
怒
り
五
藤
正
隣
ヲ
殴
打
ナ
シ
タ
ル
ヲ
以
テ
取
調
ノ
末
本
日
午
前
八
時

岡
田
重
二
郎
刑
法
第
四
百
廿
五
条
九
項
違
犯
ト
ン
テ
科
料
金
壱
円
五
十
銭
ノ

言
渡
ヲ
ナ
シ
タ
ル
モ
完
納
ス
ル
能

ハ
サ
ル
旨
申
立
ル
ヲ
以
テ
即
時
勾
留

二
換

刑
致
候

〔
□

〕
蓋
シ
被
害
者

ハ
立
憲
自
由
党
ノ
壮
士
ト
カ
ニ
テ
平
素
中
西
三

一
郎
其
他
ノ
者
ト

ハ
交
際
フ
絶
チ
居
ル
者

ニ
シ
テ

一
面
識
ノ
ァ
ル
間
柄

二
有

之
候明

治
廿
三
年
十
二
月
六
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
８７
】

秘
川
乙
第
壱
壱
二
号

臨
時
通
報

一
存
娼
之
義

二
付
当
川
崎
町
人
民
ノ
重
立
タ
ル
者

ハ
本
月

一
日
頃
ヨ
リ
奔
走
ナ

「上
申
書
フ
知
事

へ
二
三
日

シ
居
ル
旨
既

二
報
告
致
置
候
所
別
紙
謄
本
ノ
如
ま

内

二
呈
出
セ
ン
カ
為
メ
町
内
ヲ
持
廻
り

〔
者

〕
有
志
者
ノ
連
印
フ
取
り
居
ル

」
卓
二
依
頼
シ
起
草
ナ
シ
貰

ョ
シ
蓋
シ
此
ノ
上
申
書

ハ
有
志
者
力
出
京
シ
大
打

ヒ
タ
ル
ヨ
シ
エ
テ
此
上
申
書
ヲ
平
川
平
五
郎
島
田
武
助
高
橋
与

一
郎
ノ
三
名

ガ
県
庁

へ
持
参
シ
知
事

へ
面
会
ノ
上
呈
出
ス
ル
筈

二
内
偵
候
条
此
段
報
告
候

也
明
治
廿
三
年
十
二
月
七
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

梶
田
定
吉

警
部

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
田
】

秘
川
乙
第
壱
壱
三
号

臨
時
通
報

一
政
談
演
説
会
ノ
件

′
三
日
間
政
談
演
説
会
ノ
件

ハ
既
報
告
ナ
シ
置
候
所
昨

中
西
三

一
郎
外
四
名
′

』
劃
レ

′ヽ 弁
牡
肛
属
脚
婦
制
『
赦
に
利
い
珈
卿

ノ、 常
一

后 ョ 京 二
一
一
¨
」
一
［
一
¨
¨

三

一
郎

ハ
官
更
侮
辱
事
件

二
付
全
日
午
前
十

一
』

二
有
之
而
シ
テ
会
場

ハ
極
テ
静
證

ニ
シ
テ
仝
日
″

ハ
百
州
名

二
有
之
候

一
弁
士
中
西
三

一
郎
卜
和
田
常
蔵
ノ
両
名

ハ
官
吏
侮
辱
犯
ト
シ
テ
当
署
留
置

セ

シ
件

明
治
廿
三
年
十
二
月
六
日
午
前
十
時
冊
分
頃
中
西
三

一
郎
卜
和
日
常
蔵
ノ
両

名

ハ
五
藤
正
隣
ノ
行
先
ナ
ル
当
川
崎
町
旅
店
会
津
屋
事
田
中
亀
之
助
方

へ
尋

ネ
行
キ
五
藤

へ
対
シ
何
故
些
少
ナ
ル
事
フ
根

二
持
チ
岡
田
重
三
郎

へ
対
シ
川

崎
分
署

へ
告
訴
ナ
シ
タ
ル
ヤ
汝
ノ
為
メ
岡
田
ハ
ニ
日
間
ノ
勾
留

二
処
セ
ラ
レ

タ
リ
曽
テ
汝

ハ
我
等

ョ
リ
シ
テ
困
難
フ
救
済
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
恩
義
ヲ
拠
却
シ
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今

ハ
却
テ
我
力

一
行
ノ

一
人
ナ
ル
岡
田
ヲ
シ
テ
勾
留
ノ
刑

二
処

セ
シ
メ
タ
ル

ハ
汝
ノ
行
為

二
出
ル
所
ナ
リ
我
々

ハ
岡
田
ノ
為
メ
汝
ノ
如
キ
人
面
獣
心
ヲ

獅な田フレ幅亀二裸］）「フ（卜暢赫『得『「叫製睫度レァス五癬帽靱繭一両ソレ特

ノ
手
フ
振
放
シ
大
師
河
原
ノ
方

へ
洗
足
ノ
儘
逃
出
シ
タ
ル
ニ
続
テ
両
名

ハ
跡

追
駆
再
ヒ
捕

へ
来
り
田
中
亀
之
助
方

二
於
テ
乱
打
ナ
シ
居
ル
旨
平
川
平
五
郎

ヨ
リ
急
報
ナ
シ
来
リ
タ
ル
ニ
付
巡
査
部
長
石
井
亥
吉
巡
査
土
佐
熊
蔵
全
角
田

錬
治
及
雇
本
吉
貞
作
ノ
四
名
ヲ
出
張
セ
シ
メ
夫
々
被
告
両
名
ヲ
引
致
ス
ル
ニ

際
シ
被
告
中
西
三

一
郎

ハ
巡
査
土
佐
熊
蔵

へ
対
シ
何
故
勾
引
ス
ル
ヤ
令
状
ア

ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
身
体
ノ
勾
束
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
云
々
卜
唱

へ
且
ツ
大
声

疾
呼
シ
テ
川
崎
町
人
民

ハ
見
ヨ
警
察
官
斯
／
如
キ

〔
タ
ル
〕
圧
制
フ
ト
連
呼

シ
テ
止

マ
ス
斯
ノ
如
キ
巡
査

へ
対
シ
侮
辱
ナ
シ
テ
止

マ
サ
ル
フ
以
テ
遂

二
官

吏
侮
辱
犯
ト
シ
テ
勾
留
取
調

二
着
手
セ
リ
亦
和
田
常
蔵
力
官
吏
侮
辱
ノ
事
実

ハ
別
紙
犯
罪
告
申
書
謄
本
ノ
如
キ
次
第

二
候
条
ナ
リ

右
ノ
如
キ
事
状

二
付
取
調
ノ
上
両
名
ト
モ
官
吏
侮
辱
犯
ト
シ
テ
検
事

へ
交
付

ス
ル
見
込
ナ
リ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
七
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

〔
横
浜

〕

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
８９
】

秘
川
乙
第
壱
壱
四
号

横
浜
市
宮
崎
町

一
番
地

寄
留
福
岡
県
士
族
著
述
業

中
西
三

一
郎

冊
三
歳

東
京
市
浅
草
区
寿
町
廿
八
番
地

士
族
漁
業
　
　
　
　
和
田
　
常
蔵

廿
七
歳

訪輌耗日ノ、館蔽姉厠碁鼎所二齢報へ置蜘欄鰤紳崎卿島轍暉罐所証拠充分ト

明
治
廿
三
年
十
二
月
八
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
固
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
９０
】

秘
川
乙
第
壱
壱
五
号

臨
時
通
報

一
政
談
演
説
会
ノ
件

東
京
市
北
槙
町
四
番
地

大
竹
嘉
助
方
全
居
平
民
農

会
主
兼
弁
士
　
　
　
畔
柳
久
二
郎

帰
五
歳

全
　
　
浅
草
寿
町
廿
八
番
地

平
民
雑
業

弁
士
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
立
志

＝
二
年

仝
　
　
全
　
　
町
全
番
地

伊
藤
米
吉
方
仝
居
平
民
農

弁
士
　
　
　
　
　
　
樫
谷
由
太
郎

甘
五
歳

仝
　
　
全
町
　
　
全
番
地

伊
藤
米
吉
方
全
居
平
民
農

弁
士
　
　
　
　
　
　
富
田
　
良
蔵

廿
三
歳

仝
　
　
神
田
区
錦
町
四
番
地

平
民
雑
業

弁
士
　
　
　
　
　
　
中
川
清
二
郎

＝

一
歳
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全
　
　
　
全
区
仝
町
甘
八
番
地

平
民
商

弁
士
　
　
　
　
　
　
杉
浦
民
二
郎

＝
年

富
山
県
高
岡
市
旅
籠
町
五
十
四
番
地

士
族
雑
業

弁
士
　
　
　
　
　
　
岡
田
重
二
郎

廿
七
歳

右
七
名

二
於
テ
明
九
日
午
后
七
時
ヨ
リ
川
崎
町
堀
ノ
内
小
川
松
五
郎
持
家

ニ

於
テ
政
談
演
説
会
開
設
ス
ル
旨
会
主
ヨ
リ
届
出
タ
リ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
八
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

一
学
術
演
説
会
開
会
ノ
件

本
日
午
后
六
時
ヨ
リ
前
記
七
名
ノ
者

二
於
テ
該
小
川
松
五
郎
持
家

二
於
テ

学
術
演
説
会
開
会
ノ
件
会
主
岡
田
重
三
郎

ヨ
リ
届
出
タ
リ

【
“引
】

秘
川
乙
第
壱
壱
七
号

請
求
書

一
金
参
円
也

右

ハ
明
治
廿
三
年
十

一
月
中
高
等
警
察

二
関
ス
ル
機
密
実
費
支
払
高

右
御
渡
相
成
度
此
段
請
求
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
九
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

支
出
明
細
書

一
金
参
円
也

内
訳

一
金
壱
円
也

右

ハ
明
治
廿
三
年
十

一
月
中
高
等
警
察
探
偵
事
件

二
巡
査
部
長
石
井
亥

吉
及
巡
査
角
田
錬
治
ノ
両
名
フ
使
役
シ
タ
ル
ニ
付
其
際
消
費
シ
タ
ル
実

費

二
付
両
名

へ
五
十
銭
ツ
ヽ
下
付
ス

一
金
弐
円
也

右

ハ
本
宮

二
於
テ
高
等
警
察
事
件

二
付
消
費
ス

右
之
通
支
出
相
違
無
之
候
也

明
治
甘
二
年
十
二
月
九
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
一局
橋
仲
次
殿

【
９２
】

秘
川
乙
第
壱
壱
八
号

領
収
証

一
金
参
円
也

右

ハ
明
治
廿
三
年
十

一
月
中
高
等
警
察
機
密
費

右
正

三
領
収
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
九
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
一呂
橋
仲
次
殿

【
９３
】

秘
川
乙
第
壱
壱

〔九
〕
八
号

臨
時
通
報

一
学
術
演
説
会
ノ
景
況

昨
八
日
ヲ
以
テ
岡
田
重
二
郎
外
六
名
二
於
テ
川
崎
町
堀
ノ
内
小
川
松
五
郎
持

家
二
於
テ
〔
政
談
演
説

〕
全
日
午
后
六
時
ョ
リ
学
術
演
説
会
開
設
ノ
儀
報
告

致
置
候

二
付
必
要
卜
認
メ
筆
記
巡
査

一
名
ヲ
率
ヒ
全
日
午
后
七
時
頃
監
臨

候
所
聴
衆
廿
四
名
計

ニ
シ
テ
閉
会
シ
タ
ル
亦
此
際
聴
衆

ハ
五
十
三
四
名

ニ

至
タ
レ
リ
且
ツ
全
九
時
三
十
分
頃
亦
弁
士
ハ
岡
田
重
三
郎
畔
柳
久
三
郎
ノ
二

名

ニ
テ
外
五
名

ハ
来
着
セ
サ
ル
フ
以
テ
出
席
セ
ス
演
説
モ
至
極
静
論

ニ
シ

テ
集
会
政
社
法
等

二
抵
触
セ
シ
ヨ
ト
ナ
ク
其
演
題

ハ
左
ノ
如
シ

一
進
化
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
重
二
郎
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一
廃
娼
ノ
利
害
如
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畔
柳
久
二
郎

痛”蜘麟購回トニ″着に臨胸対舟」［へ西藁付一悧レ〔刹フレ柳〔久ヲ〕州一嗚

ヨ
リ
頗
ル
恐
怖
〔
ナ
シ
居
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
〕
卜
謹
慎
フ
為
シ
居
ル
モ
ノ
ノ

如
シ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
九
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
９４
】

秘
川
乙
第
壱
壱
九
号

臨
時
通
報

一
〔
□

〕
政
談
演
説
会
景
況
ノ
件

本
日
午
后
七
時
ヨ
リ
川
崎
町
堀
ノ
内
小
川
松
五
郎
持
家

二
於
テ
畔
柳
久
三

郎
外
六
名
政
談
演
説
会
開
設
ノ
餞
報
告
致
置
候

〔
所

〕
二
付
該
景
況
左

ニ

弁
士

ハ
畔
柳
久
三
郎
岡
田
重
二
郎
ノ
ニ
名

ニ
シ
テ
外
五
名

ハ
事
故
有
之
出

席
セ
ザ
ル
趣

ニ
テ
畔
柳

〔
久

〕
卜
岡
田
ハ
各
二
題
ツ

ヽ
フ
演
シ
午
后
九
時

＝
分
無
事
閉
解
（
沢
己
）
聴
衆
九
十
二
名
計

ニ
シ
テ
頗
ル
静
證
且
集
会
政
社

法
等

二
抵
触
セ
シ
ヨ
ト
無
之
候

右
不
取
敢
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
九
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

【
９５
】

秘
川
乙
第
壱
二
〇
号

臨
時
通
報

一
人
師
河
原
村
物
揚
場
使
用
ノ
件

大
師
河
原
村
々
会

二
於
テ
先
般

一
村
共
有
地
ナ
〔
シ
オ
〕
ル
物
揚
場
壱
反

歩
使
用
料
金
二
円
ヲ
使
用
者

ョ
リ
徴
収
ス
ル
決
議

二
対
シ
〔
□
□

〕
利
害

ノ
関
係
ア
ル

一
部
分
ノ
村
民
力
苦
情
ヲ
鳴
ラ
シ
議
会
ヲ
攻
撃
シ
居
ル
趣
報

告
致
置
候
所
右

二
関
ス
ル
今
回
別
紙
謄
本
ノ
如
キ
上
願
書
ヲ
都
筒

へ
差
出

ス
カ
為
メ
ロ
下
仝
意
者
ノ
連
印
ヲ
取
り
居
ル
ヨ
シ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
十
日
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
橋
仲
次
殿

上
　
願

橘
樹
都
大
師
河
原
村
下
人
民

一
同
奉
上
願
候
明
治
廿
三
年
十
月
廿
四
日
当
村
々

会
二
於
テ
従
来
使
用
ス
ル
物
揚
場
云
々
ノ
村
会
之
ア
リ
該
決
了

二
曰
ク
村
会
議

長

ハ
右
物
揚
場
フ
彼
是
議
会
二
附
村
方

へ
如
何
ナ
ル
利
益
ヲ
得
ル
タ
メ
ヵ
不
知

ト
モ
海
岸
附
キ
図
子
々
々
ノ
義

ハ
元
旧
村
維
持
村
方

ニ
シ
テ
新
田
開
発
以
来
潮

入
堀
ア
リ
テ
其
左
右

ハ
湿
地
ナ
ル
フ
人
民
挙
テ
海
面
ヨ
リ
貝
藻
ヲ
捕
り
揚
ケ
其

売
ヲ
以
テ
埋
立
漸
ク
通
常
満
潮
不
上
様
□
甚
シ
夫
カ
タ
メ
元
数
度
検
地
ノ
際

ハ

サ
ラ

ニ
地
ノ
名
称
ヲ
附
テ
是
迄
採
藻
ノ
物
揚
場

二
仕
来
り
候
処
明
治
十
九
年
改

正
ノ
当
時
村
万

ハ
合
併
致
シ
其
際

ハ
一
村
共
有
地

二
相
成
居
リ
ロ
今
ノ
景
況

ニ

有
之
然
ル
ニ
今
回
改
メ
テ
物
揚
場
タ
ル
モ
ノ
ヲ
壱
反
歩
金
弐
円

二
小
作
料
フ
払

”
射

ノ、 ヵ
嗣
軌

二 此
掛
群
峙
姓
珈
眸
（
層
劇

ノ、 ヒ
議
レ
規
農
膨
橋
理
課
レ
翻
妊
矧
緬
秘

公
平
ナ
ル
事
ヲ
葉
八

「
喋
」
）
々
主
張
ス
ル
者
有
之
哉

二
略
ホ
承
知
致
シ
候
得

へ
共
前
件
ノ
条
々
ニ
テ
玉
川
通

ハ
従
前
物
揚
ア
ル
モ
洪
水
壱
度
ス
レ
ハ
俄
然
其

場
所
モ
亡
地
ト
ナ
ル
タ
メ
今
ロ
ニ
致
り
物
揚
場
モ
無
之
モ
ノ
ト
考

ヘ
ラ
ル
依
テ

之
ヲ
公
平

ニ
ス
ル
ナ
レ
ハ
其
私
有
物
揚
場

ハ
税
金
ナ
ル
ヲ
海
岸
附
使
用
図
子
々

子

ニ
テ
差
出
ン
タ
レ
バ
是
以
テ
公
平
ノ
議
卜
被
存
候
処
当
村
長

二
於
テ
モ
斯
ク

少
数
反
別
之
村
方
ニ
シ
ニ
戸
数
千
戸
二
不
砂
員
人
民

ハ
ロ
ラ
有
余
ノ
居
住

二
有
之

反
別
戸
数
比
較
シ
テ
如
何
セ
ン
生
活
ナ
ス
ノ
計
画

ハ
果
シ
テ
ロ
ロ
得
ル
義

二
無

之
貝
藻
其
他
ノ
稼
ヲ
以
テ
漸
ク
今
ロ
ヲ
送
り
居
ル
フ
深
ク
御
酌
料
被
□
有
候
願

意
御
採
用
有
之
度
人
民

一
同
連
署
ヲ
以
テ
此
段
奉
願
候
也

【
９６
】

秘
川
乙
第
壱
弐
壱
号

臨
時
通
報

-81-



一
商
法
研
究
会
ノ
件

商
法

ハ
来
ル
明
治
廿
四
年

一
月

一
日
ヨ
リ
施
行
相
成
ル
ニ
就
テ
ハ
商
人
社
会

二
大
関
係
ア
ル
フ
以
テ
今
日

二
於

テ
不
取
敢
商
人
ノ
義
務
ト
シ
テ
備

フ
ヘ

キ
商
業
帳
簿
等
ノ
何
モ
ノ
タ
ル
ヤ
ラ
研
究
シ
置
カ
サ
ル
ト
キ

ハ
不
利
益
ヲ
蒙

ル
ヲ
以
テ
研
究
会
ヲ
開
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
云
々
卜
唱

へ
〔
商
人

〕
川
崎
町
商

人

ハ
相
談
会
フ

一
先
開
ン
ト
奔
走
ナ
シ
居
ル
〔
者

ハ
〕
ョ
シ
ニ
テ
其
主
唱
者

ハ
川
崎
町
酒
類
営
業
者
青
木
勝
次
郎
等
ナ
リ
ト
云
フ

一
大
師
河
原
村
川
岸
物
揚
使
用
ノ
件

本
件

二
就
テ
ハ
是
迄
屡
報
告
ナ
シ
置
候
所
物
揚
場
プ

一
反
歩
金
弐
円
ノ
使
用

料
ヲ
以
テ
借
用
ス
ル
ハ
困
難

二
付
村
会

ノ
決
議
ヲ
取
消
サ

ヽ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

ト
テ
三
百
代
言
ヲ
ナ
シ
居
ル
田
中
豊
吉

へ
依
頼
シ
郡
筒

へ
村
会
決
議
取
消
ヲ

請
願
シ
郡
参
事
会

二
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ

ハ
県
知
事

へ
出
願
ス
ル
見
込
ナ

リ
ト
云
フ

一
非
職
添
田
収
税
長
ノ
不
平

仝
氏

ハ
町
田
村

二
於
テ
ハ
恰
モ
旧
地
頭
ノ
如
キ
勢
カ
ア
リ
テ
何
事
モ
氏
ノ
指

揮
命
令

ハ
村
民

二
於
テ
遵
奉
シ
違
背
ス
ル
者
ナ
キ
程
ノ
景
況
ナ
ル
ヨ
リ
自
然

全
氏

ハ
気
儘
ナ
ル
振
舞
ヲ
ナ
シ
来
リ
タ
ル
モ
畢
寛
不
平
ヲ
洩
ス
所
ナ
キ
ヨ
リ

其
結
果
村
民
ノ
頭
上

へ
落

ツ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
カ
或
日
仝
氏
ノ
飼
養
ナ
シ
置
ク

猫
卜
隣
家
猫
卜
噛
合
全
氏
飼
養
ノ
猫

ハ
敗
ヲ
取
り
逃
ケ
来
り
遂

二
唐
紙
ヲ
破

リ
タ
ル
ヨ
シ
然
ル
〔
□

〕
□
全
氏

ハ
之
フ
立
腹
シ
他
人
ノ
家
ヲ
顧
ミ
ス
侵
入

シ
唐
紙

〔
□

〕
破
リ
タ
ル
フ
以
テ
其
儘
二
捨
テ
置
キ
難
ク
依
テ
征
敗
ス
ル
カ

琳
り
（フ
崚
剤
最
外
鰤
輔
河
シ
購
¨
総
翡
″

ソレ 主

二 人
付 ノ、
頭
効
利

ヲ シ
膨

捨 ノレ
オ
婢
『
け
詳

フ
其
他
右
等

二
類
ス
ル
挙
動
ア
ル
フ
以
テ
村
民

ハ
窃

カ
ニ
全
氏
ノ
跛
一屋
Ｚ
指

弾

〔
ナ
〕
シ
〔
居
ル
ト
云
フ
之
レ
〕
且
ツ
不
平
ノ
気
ヲ
事

二
当
り
洩
ス
モ
ノ

ナ
リ
ト
風
評
セ
リ

一
海
苔
生
産
ノ
景
況

ノレ当』酔莉ナニなけ云ノ、効桔本′、肺慟日位疲赳井ぽ一〆だ″′レノレ一鶏相ン易磁動膨）

（拾
枚
）
五
銭
位
ナ
リ
ト
云
フ

一
川
崎
町
ノ
橋
普
請

川
崎

〔
町

〕
停
車
場
ョ
リ
川
崎
町
往
遺

へ
出
ル
所

二
架
シ
ア
ル
橋

ハ
本
年
多

摩
川
洪
水
ノ
為
メ
破
壊
シ
ロ
下
仮
橋
ノ
所
先
般
来
町
会

二
於
テ
橋

〔
ノ
修

〕

新
設
ノ
件
ヲ
協
議
ナ
シ
タ
ル
モ
容
易

二
町
会
ノ
決
議
通
り
町
費
フ
毎
戸

二
於

テ
出
金

セ
サ
ル
フ
以
テ
町
長

ハ
止
フ
得
ス

一
時
金
ヲ
他
ヨ
リ
借
入
不
取
敢
工

事

二
着
手
シ
今
年
内

ニ
ハ
出
来
シ
来

〔
春
ョ
リ
〕
一
月

一
ロ
ヨ
リ
差
支
ナ
ク

通
行
ス
ル
コ
ト
フ
得
様
架
設
セ
サ
ル
ト
キ

ハ
東
京
地
方
ョ
リ
大
師

へ
参
詣

ニ

来
ル
者

二
見
ラ
レ
川
崎
町
ノ
恥
辱
ナ
リ
ト
テ
新
設
費
ト
シ
テ
二
百
円
計
ヲ
ロ

下
借
入
レ
ン
ト
奔
走
ナ
シ
居
ル
ヨ
シ

一
住
吉
村

二
於
テ
法
律
研
究
会
フ
起
サ
ン
ト
ス

仝
村
長
及
助
役
フ
始
メ
其
他
村
内
ノ
重
立
タ
ル
者
力
毎
日
曜
日
午
后

一
時
頃

ヨ
リ
全
村
寿
福
寺

へ
会
合
シ
法
律
ノ
研
究
卜
腕
力
養
生
ノ
為
メ
撃
鋼
ヲ
ナ
Ｔ
ン

知
識
ノ
発
達
卜
身
体
ノ
健
全
ヲ
図
ル
為
メ
法
律
研
究
会
ナ
ル
ロ
モ
ノ
フ
起

〕

ス
ヲ
以
テ
公
務
ノ
余
暇

ニ
ハ
本
官

ニ
モ
臨
会
ナ
シ
呉
候
様
申
来
リ
タ
リ
尤
モ

目
下
計
画
中
ナ
リ

右
報
告
候
也

明
治
廿
三
年
十
二
月
十
二
日
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

部
長
宛

【
”コ
】

秘
川
乙
第
壱
三
二
号

監
臨
報
告

本
月
四
日
五
日
六
日
ノ
三
日
間
午
后
六
時
ョ
リ
十

一
時
迄
川
崎
町
堀
ノ
内
八
百

帰
六
番
地
小
川
松
五
郎
持
家

二
於
テ
岡
田
重
三
郎
外
四
名

二
於
テ
政
談
演
説
会

開
設
届
出

ニ
ョ
リ
制
規

ニ
ョ
リ
之
ヲ
領
収
シ
〔
其
景
況

ハ
不
取
敢
報
告
致
置
候

二
付

〕
監
臨
セ
シ
所
其
景
況
左

四
日

北
門

一
度
破
壊
セ
ハ
蒼
生
如
何
　
　
　
　
　
　
　
　
和
日
　
常
蔵

国
会
議
場
ノ
景
況
フ
云
ハ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
西
三

一
郎

現
内
閣
ノ
政
策
悉
ク
非
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
重
二
郎
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我
国
政
治
社
会
ヲ
評
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
本
健
二
郎

泣
テ
皇
天
皇
土
二
訴
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
畔
柳
久
三
郎

四
日
ハ
右
五
名

ニ
シ
テ
五
題
フ
演
シ
聴
衆
廿
名
弁
士
ノ
演
壇

二
登
リ
タ
ル
ハ
午

后
七
時
頃

ニ
シ
テ
閉
会

ハ
十
時
冊
分
廿
名
ノ
聴
衆

ハ
下
等
社
会
ノ
者
多
ク
川
崎

町

二
於
テ
中
以
上
ノ
者

ハ
見
受
ケ
ス
大
抵
車
夫
鳶
人
足
或

ハ
農
夫
体
ノ
モ
ノ
ニ

シ
テ
演
説

二
感
動
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
欠
伸
卜
中

ハ
大
声
ノ
為
メ
睡
眼
ヲ
妨
害
セ
ラ

レ
タ
ル
カ
如
ク
時
々
睡
眼
フ
開
ク
フ
見
受
ケ
タ
リ
故

二
弁
士

ハ
頗
ル
失
望
ノ
体

ニ
シ
テ
宿
料
支
弁
ノ
途

二
窮
ン
タ
ル
カ
如
キ
景
況
ナ
リ
尤
モ
五
名
ノ
弁
士

ハ
一

宿
十
銭
位
ノ
木
賃
宿

へ
投
宿
為
シ
居
レ
リ
亦
下
足
料
ト
シ
テ

一
人

二
付
二
銭
ツ

ヽ
フ
徴
収
ス
ル
フ
以
テ
少
シ
ク
傍
聴
人
ア
レ
ハ
〔
卜

〕
宿
料
及
旅
費
ヲ
支
弁
ス

ル
コ
ト
ラ
得

ハ
容
易
ナ
リ

五
日

国
会
議
場
ノ
景
況
ヲ
述

ヘ
テ
意
見
ヲ
諸
君

二
訴

ヘ
ル

中
西
三

一
郎

議
員
力
将
夕
偽
員
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
田
　
常
蔵

責
任
ノ
重
キ
帝
国
議
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
田
重
二
郎

五
日
ハ
右
二
題

ニ
シ
テ
午
后
七
時
頃
弁
士
登
壇
シ
閉
会

ハ
十
時

ニ
シ
テ
聴
衆
五

十
五
名
弁
士
ノ

一
名
ナ
ル
松
本

ハ
〔
出
京

二
付
キ

〕
不
在

二
付
欠
席
シ
当
夜

ハ
前
夜
ョ
リ
聴
衆
多
ク
而
シ
テ
各
弁
士
ノ
演
ス
ル
所

ハ
前
夜

卜

〔
異

〕
大

同
小
異
ニ
シ
テ
唯
夕
政
治
社
会
ヲ
誹
謗
ス
ル
ニ
過
キ
ス
大
抵

ハ
卑
近
ナ
ル
例

証
ヲ
挙
ケ
暗
二
官
吏
ノ
身
上

へ
対
シ
攻
撃

〔
譲
謗
シ
〕
フ
加

へ
動
ス
レ
ハ
警

察
官
吏
ノ
事
ヲ
引
例
シ
以
テ
聴
衆
ノ
愉
快
卜
感
動
ヲ
買

ハ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ヽ

如
ク
其
弁
ス
ル
所
過
激
粗
暴

二
流
レ
或

ハ
官
吏
侮
辱
ヲ
以
テ
間

ハ
サ
ル
ヘ
ラ

サ
ル
カ
如
キ
感
シ
フ
起
ス
コ
ト
往
々
有
之
候
得
共
モ
其
際
注
意
ヲ
促
カ
シ
或
ハ

中
止
シ
亦
ハ
解
散
ス
ル
等
ノ
処
分
ヲ
為
ス
ハ
却
テ
彼
等
二
名
誉
フ
与
〔
□
〕
ル

カ
如
キ
場
合

二
至
リ
タ
ル
カ
為
メ
益
ス
彼
等
ノ
演
説

二
価
値
ヲ
附
ス
ル
ト
仝

一

ノ
結
果
ヲ
生
シ
且
ツ
彼
等
ノ
演
説
ヲ
中
止
シ
法
律
ヲ
以
テ
一
々
責
問
ス
ル
ハ
大

人
ゲ
ナ
キ
ノ
景
況
〔
□
〕
卜
証
拠
不
充
分
ノ
感
覚
モ
有
之
候

【
∞“
】

秘
川
乙
第
九
七
号

請
求
書

一
金
参
円
也

明
治
廿
三
年
九
月
中
高
等
警
察

二
関
ス
ル
機
密
実
費
支
払
高

右
御
渡
相
成
度
此
段
請
求
候
也

明
治
廿
三
年
十
月
十
日
　
　
　
　
川
崎
分
署
長

警
部
　
梶
田
定
吉

警
部
長
　
高
僑
仲
次
殿
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